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事業報告の概要 事業報告書とは
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報告内容 報告単位 提出期限

労働者派遣事業報告書
（様式第11号）

事業所ごと
毎年6月30日
（令和6年度は7月1日期限）

労働者派遣事業収支決算書
（様式第12号）

事業所ごと 毎事業年度経過後3か月以内

関係派遣先派遣割合報告書
（様式第12号－2）

事業主
毎事業年度経過後3か月以内



事業報告の概要 事業報告書とは
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▶ 根拠条文：労働者派遣法第23条第1項 ほか

▶ 年度報告、6月1日現在の状況報告

※令和6年度は６月３日現在の状況を報告

▶ 取扱実績がなくても提出が必要

▶ 提出がない場合、是正指導や行政処分の対象

▶ 令和4年11月行政処分実施



事業報告の概要 提出書類
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▶ 労働者派遣事業報告書（様式第11号）

▶ 労働者派遣事業収支決算書（様式第12号）

▶ 関係派遣先派遣割合報告書（様式第12号－２）

▶ 提出部数は３部（正本１部及びその写し２部）

▶ 労使協定方式を採用している

場合は労使協定書の写しを２部

▶ 様式は静岡労働局HPから

ダウンロード可能

▶ URLは最後にご案内

正本

写し

写し



事業報告の概要 提出期間①
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▶ 毎年6月1日 ～6月30日まで
※令和６年度は７月１日まで

▶ 期限までに提出がない場合、行政指導
行政処分

未提出＝法違反

◎労働者派遣事業報告書（様式11号）



事業報告の概要 提出期間②
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▶ 決算後3か月以内

▶ 期限までに提出がない場合、行政指導

行政処分

未提出＝法違反

◎労働者派遣事業収支決算書（様式12号）

◎関係派遣先派遣割合報告書（様式12号－２）



事業報告の概要 提出方法
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▶ 郵送する場合

事業報告書３部（労使協定写し２部）と切手を

貼付した返信用封筒を同封してください。

▶ 持参する場合

持参された当日は控を返却できませんので、

あらかじめご了承ください。

【ご注意ください！】
令和６年５月現在、静岡労働局が入居する静岡地方合同庁舎では工事を

行っておりますので、駐車場が少なくなっています。
お越しになる際は、公共交通機関をご利用いただきますようお願いいた

します。
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作成手順・方法 様式の構成
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▶ 様式第11号

 第１面～第６面

事業年度の事業の状況

 第７面～第９面

6月1日現在の状況

‣今年は6月1日が土曜日⇒6月3日現在の状況を記入

第１面

第７面

▶ 作成は事業所ごと

▶ 実績がない場合も

第１面～第９面まですべて提出



作成手順・方法 第１面 概要
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事業所枝番号は許可証に記載されています

更新年月日ではありません

この報告書では、「事業年度の状況」と「６月１日現在の状況」を報告していただきます。

「事業所ごと」３部作成し、令和６年６月１日～７月１日の間に提出してください。

※ 労使協定方式を採用されている場合は、労使協定書の写し（労使協定において就業規則

等の他の規則を参照している場合は、該当箇所の写し）を２部添付してください。



作成手順・方法 第１面 １欄～７欄
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主たる業種の日本標準産業分類の名称とその分類番号を記入

※「許可申請」「更新申請」の際、申請書に記載した名称と番号を確認ください。

※ 総務省のホームページの分類検索システムで検索することができます。

名称や住所は、届け出た内容を記入してください。

※届け出内容から変更がある場合は、変更届の提出が必要



作成手順・方法 第１面 ８欄～１３欄
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職業紹介の許可を受けている場合は「１有」に○（マル）

請負事業の実施 有の場合は、第2面に売上高を記入

構内請負は、発注者の事業所構内で生産活動

を請け負うこと（製造業）

令和６年６月１日時点で終了した直近の決算期間

例 ３月決算 令和５年４月１日～令和６年３月31日

11月決算 令和４年12月１日～令和５年11月30日

１ 有 ２ 無 うち構内請負の実施
11 請負事業の実施 １ 有 ２ 無

※今回、様式が変更となり、労働者派遣事業の売上高・請負事業の売上高の記入欄
は第２面に移りました。事業報告書（様式第11号）は必ず新様式でご提出願います。

７ 産業分類 名称 受託開発ソフトウェア業
分類
番号

3911

８
事業年度の開始の日及び当該事
業年度の終了の日

令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日

９ 民営職業紹介事業との兼業
１ 有 ２ 無 許可・届出番号 ２２－ユ－００００００



 ①③通算雇用期間

→ 派遣元での通算雇用期間

 ②④同じ職場に１年以上派遣見込み

→ 報告対象期間末日現在、派遣して

いる組織単位（課やグループなど）

での通算の派遣契約の期間

作成手順・方法 第２面 派遣労働者等雇用実績
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 全労働者は、派遣以外（正社員、

契約社員、パート、アルバイト

など）も含めた全従業員数

 派遣実績なしでも記入が必要

②① ③ ④

例）３月決算の場合･･･令和６年３月31日時点の人数

日雇派遣労働者は有期雇用派遣労働者の内数



作成手順・方法 第２面 売上高・派遣先事業所数
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第1面８に記載の事業年度における、請負事業の売上

高を記載（※この事業報告を行う事業所の分を記載）

派遣先事業所数を記載

（２）労働者派遣事業の売上高

（３）請負事業の売上高

（４）海外派遣労働者数（実人数）

（５）派遣先に関する事項

①派遣先事業所数（実数）

※当該事業所で請負事業を行っている場合の請負事業に係
る売上高について、決算後の金額を記載

※労働者派遣事業を行う事業所ごとの労働者派遣事業の売
上高について、決算後の金額を記載

第1面８に記載の事業年度における、派遣事業の売上

高を記載（※この事業報告を行う事業所の分を記載）

第1面11で「請負事業の実施：有」とした場合、（３）の記載が必要です。

（２）は、必ず記載願います。 ※実績なしの場合、「０」と記載

※（２）（３）ともに、円単位で記載願います。
（千円、万円単位などや小数点は使用しない）



作成手順・方法 第２面 派遣契約・安全衛生教育
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 労働安全衛生法第59条第１項による労働安全衛生規則第35条第５号から第７号

までの教育は、全ての企業で実施する義務があります。（次ページ参照）

 所在地は市区町村まで記入

 取引額上位５社を記入

労働安全衛生規則第35条第１項第１号から第８号まで

の該当する番号（１～８）を記入

報告対象期間内に締結した個別契約件数

３月決算の場合、R５.4.1～R６.3.31の間に締結した個別契約が対象となる。

R６.4.1からの派遣契約をR６.3月中に締結した場合は、今回の報告に含める。



作成手順・方法 第２面 雇入れ時の教育（参考）
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雇入れ時の教育（労働安全衛生規則第35条）

第１号 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること

第２号 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

第３号 作業手順に関すること。

第４号 作業開始時の点検に関すること。

第５号 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

第６号 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

第７号 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

第８号 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

※第５号～第７号は全ての企業で実施する義務があります。

※第８号に該当する教育を実施した場合は、具体的な内容を記入してください。



作成手順・方法 第２面 雇用安定措置
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報告対象期間内に雇用安定措置を行った人数

（複数の措置を講じた場合は、それぞれの措置の人数に含める。）

 同じ職場（同一組織単位）に継続して１年以

上派遣される見込みがある方は雇用安定措置

の対象（努力義務）となります。

（無期雇用の方、60歳以上の方は対象外）

 同じ職場（同一組織単位）に継続して３年間
派遣される見込みがある方は、雇用安定措置
の対象（義務）となります。
（無期雇用の方、60歳以上の方は対象外）

 １年未満見込みは、派遣元での通算雇用

期間が１年以上の方が対象となります

（登録中の方も含まれます。）



作成手順・方法 第３面 派遣料金・派遣労働者の賃金
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派遣労働者の賃金欄は、派遣労働者に支払われた全ての賃金

（給与、交通費、賞与などの労働の対価。諸手当を含む）を、

総労働時間で除したものに、8時間を乗じて算出する。

※賃金・労働時間には有給休暇分も含みます。

業務ごとの合計

業務の数

例 派遣料金（消費税を含む）

派遣労働者平均 18,533＝（29,600＋12,000＋14,000）÷３

無期雇用派遣労働者 22,000＝（30,000＋14,000）÷２

有期雇用派遣労働者 20,500＝（29,000＋12,000）÷２

＝全業務平均 ※小数点以下四捨五入

複数の業務に派遣されて

いる者は、主たる業務に

のみ記入。

入力補助機能付き様式を使

用していただければ、合計

欄は自動計算されます。



作成手順・方法 第５面 情報提供
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 マージン率等の情報提供は、派遣法第23条第５項で義務付けられてい

ます（提供方法は複数選択可）

 原則として、インターネットの利用による情報提供が必要

自社のホームページを有していない場合は人材サービス総合サイトを

ご利用ください（次ページ参照）



作成手順・方法 人材サービス総合サイト①
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▶ マージン率等の情報提供

 以下の①～⑧の情報について、原則としてインターネットの利用により、広く
関係者に情報提供することが必要
【労働者派遣法第23条第5項、労働者派遣法施行規則第18条の２第1項、派遣
元事業主が講ずべき措置に関する指針第２の16】

 厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」を積極的にご活用ください。

▶ 情報提供が必要な項目

① 派遣労働者数 ⑤ マージン率

② 派遣先件数 ⑥ 労使協定の締結状況

③ 派遣料金の平均額 ⑦ キャリア形成支援制度に関する事項

④ 派遣労働者の賃金の平均額 ⑧ その他の情報



作成手順・方法 人材サービス総合サイト②
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 「掲載の申込・労働者派遣、職業紹介」をクリック

 人材サービス総合サイトトップページ



作成手順・方法 人材サービス総合サイト③
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掲載内容を登録・変更する場合、チェックします。

未チェックの場合、掲載申込みの対象外となります。

派遣料金の平均額と算出した時点の年月を入力します。

掲載内容を登録・変更する場合、チェックします。

未チェックの場合、掲載申込みの対象外となります。

派遣労働者の賃金の平均額と算出した時点の年月を入力します。



作成手順・方法 人材サービス総合サイト④
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掲載内容を登録・変更する場合、チェックします。

未チェックの場合、掲載申込みの対象外となります。

マージン率の平均額と算出した時点の年月を入力します。

掲載内容を登録・変更する場合、チェックします。

未チェックの場合、掲載申込みの対象外となります。

労使協定を締結している場合は、対象となる派遣労働者の範囲と

労使協定の有効期間の終期を入力します。



作成手順・方法 第６面 キャリアコンサルティング
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「キャリアコンサルタント以外の担当者」については、

必ず「職務経験あり」か「知見あり」のいずれかに記入

希望する派遣労働者全員への実施が義務付けられています



作成手順・方法 第６面 教育訓練①
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１ フルタイム（１年以上雇用見込み）、２ 短時間勤務（１年以上雇用見込み）、３ １年未満雇用見込み

いずれかに○をつけ、その番号ごとに報告書（第６面）を別葉で作成してください。

※ 該当がない番号の報告書（第６面）は提出不要です

対象となる派遣労働者数＝報告対象期間中に「受けなければいけない人数」
※ 受講済みとして扱う者の人数は含めない

各項目の番号を記入

４ｈ×10人＝40時間



作成手順・方法 第６面 教育訓練②
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実人数

厚生労働省が定める基準を満たす教育訓練とは

訓練の方法 ⇒ １or２ 訓練費負担 ⇒ １ 賃金支給 ⇒１

４年目は含めない

小数点以下切捨て

40 + 40 + 20 + 5 =  105 



作成手順・方法 第７面６月１日現在の状況報告①
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実際に６月３日に派遣した労働者の実人数を記入

＊６月３日に派遣していない労働者は含めない（有給休暇取得者は含める）

＊協定対象者の場合は「協定対象派遣労働者」の実人数も記入

複数の業務に派遣されている者は、

主たる業務にのみ記入

42=25+9+2+6

※第7面～第9面について、今年は6月3日現在の状況を報告願います。



作成手順・方法 第８･９面６月１日現在の状況報告②
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特定製造業務とは

「物の製造」の業務（物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程
における作業に係る業務）から、産休・育休・介護休に係る製造要員を引いたもの

＊製品検査や出荷業務等は除外

＊事業所ごとに特定製造業務への労働者派遣の届出が必要です

通算雇用期間1年未満の無期雇用派遣労働者は、「雇用見込みが１年以上の労働者」欄に含める

６月３日の派遣労働者
（第７面①の人数）についての適用状況



作成手順・方法 添付書類
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▶ 労働者派遣法第30条の４第1項

の協定を締結している場合

 締結しているに☑

 労使協定書写しを２部添付

 労使協定において就業規則等の

他の規則を参照している場合は、

該当箇所の写しも２部添付

▶ 協定を締結していない場合

 締結していないに☑
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作成手順・方法 収支決算書の概要
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▶収支決算書は、派遣元事業主の報

告対象事業年度における資産等の

状況及び労働者派遣事業に係る売

り上げ等の状況について報告。

▶報告単位は、事業所ごと

▶提出期限は、決算終了後

3か月以内
※労働者派遣事業報告書（様式11号）と

報告時期が異なる場合はご注意ください。



作成手順・方法 様式12号 ６欄、７欄
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６欄及び７欄を記入する代わりに、貸借
対照表及び損益計算書を添付して報告し
ても差し支えありません。

事業所ごとの収支状況（確定した決算）
を記入。個人の場合は、納税期末日にお
ける状況。

各事業における収支の状況を分離できない場合は、
「その他の人材関連事業」に分離せずに記入し、
「備考欄」にその旨を記入してください。
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作成手順・方法 関係派遣先派遣割合報告書の概要

36

▶関係派遣先派遣割合報告書は、派

遣元事業主の報告対象事業年度に

おけるグループ企業内派遣割合に

ついての報告

▶報告単位は、事業主

▶提出期限は、決算終了後

3か月以内
※労働者派遣事業報告書（様式11号）と

報告時期が異なる場合はご注意ください。



作成手順・方法 様式第12号－2 １、２欄
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派遣労働者が報告対象期間内に就労した総労働時間（有給休暇分も含む）

②と③を含めた時間数

①の内数

②の内数

実績がない場合は
いずれも「０時間」
と記入する

実績がない場合も いずれかに ○

派遣割合 ＝

※ 小数点第2位以下を切り捨て （例：79.98％ ⇒ 79.9％）

（全派遣労働者の関係派遣先（グループ企業）での総労働時間

－ 定年退職者の関係派遣先（グループ企業）での総労働時間

全派遣労働者の総労働時間



作成手順・方法 関係派遣先・定年退職者の説明
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▶ 関係派遣先

① 派遣元事業主が連結子会社の場合（連結財務諸表を作成しているグループ企業に属している場合）

 派遣元事業主の親会社

 派遣元事業主を連結子会社とする者の連結子会社（いわゆる親会社の連結子会社）

※ 親子関係は「連結決算の範囲」により判断する

② 派遣元事業主が連結子会社でない場合（上記以外の場合）

 派遣元事業主の親会社等

 派遣元事業主の親会社等の子会社等

※ 親子関係は、外形基準（議決権の過半数を所有しているか、資本金の過半数を

出資しているか等）により判断する

▶ 定年退職者

継続雇用（勤務延長・再雇用）終了後に離職した者（再雇用による労働契約期間満了

満了前に離職した者等も含む）や継続雇用中の者も含む



 日本標準産業分類（総務省ホームページ）

▶ 平成25年10月改定版

▶ 分類検索システムはこちら

労働者事業報告書に関する情報（参考WEBページ）
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https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/

yoshiki_jyukyuchousei_00006.html

 労働者派遣事業を適正に実施するために

 事業報告書（11号・12号・12号－2）様式・記載例

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099161.html

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.htm

 労働者派遣事業について

https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoushahakennjigyou.html



セミナー

法改正

面接会

静岡労働局メールマガジン登録のご案内

メルマガ配信サービス

検 索静岡労働局メールマガジン

 労働行政に関する各種情報を月1回

＊毎月20日無料で配信

 登録画面バナーでメールアドレス送信

▶ ▶ 新規登録 ▶ 配信停止
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Zoomの「退出」ボタ

ンを押すと画面上に

「参加者アンケート」

が表示されます。

回答後「送信」ボタン

を押してください。

Thank You For Viewing♪

終わりに≪参加者アンケートについて≫

パートタイム・有期雇用労働法

キャラクター「パゆう」ちゃん
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